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健康福祉部 

議案第７号 令和８年度大津市介護保険事業特別会計予算について 

 

それでは、議案第７号、令和８年度大津市介護保険事業特別会計

予算について御説明いたします。 

議案書の２１ページをお願いいたします。 

第１条に歳入歳出予算の総額を定めています。 

歳入歳出それぞれ３４５億６千８００万円を予算計上しておりま

す。 

それでは、内容につきまして令和８年度大津市介護保険事業特別

会計歳入歳出予算事項別明細書により、御説明いたします。 

まず、歳入から御説明いたします。 

３０２ページをお願いいたします。  

款１保険料、項１介護保険料、目１第１号被保険者保険料は、第

１号被保険者の保険料であり、現年度分普通徴収保険料、現年度分

特別徴収保険料及び滞納繰越分普通徴収保険料です。 

款２使用料及び手数料、項１総務手数料、目１督促手数料は、第

１号被保険者の普通徴収に係る督促手数料等です。 

款３国庫支出金、項１国庫負担金、目１介護給付費負担金は、介
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護給付費に対する国の負担金です。項２国庫補助金、目１調整交付

金は、市町村ごとの介護保険財政の調整を行うための交付金です。 

目２地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

は、地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業に対する交付

金です。 

目３地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以

外）は、包括的支援事業及び任意事業に対する交付金です。 

目４保険者機能強化推進交付金は、高齢者の自立支援、重度化防

止等に関する取組みに対する交付金です。 

目５介護保険保険者努力支援交付金は、高齢者の介護予防、健康

づくりに関する取組みに対する交付金です。 

３０４ページをお願いいたします。 

目６介護保険事業費補助金は、税制改正に伴う介護保険システム

の改修費に対して交付されるものです。 

款４支払基金交付金、項１支払基金交付金、目１介護給付費交付

金及び目２地域支援事業支援交付金は、第２号被保険者の保険料で

あり、社会保険診療報酬支払基金から介護給付費等に対して定率で

交付されるものです。 

款５県支出金、項１県負担金、目１介護給付費負担金は、介護給
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付費に対する県の負担金であり、項２県補助金、目１地域支援事業

交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）は、介護予防・日常生

活支援総合事業に対して、目２地域支援事業交付金（介護予防・日

常生活支援総合事業以外）は、包括的支援事業及び任意事業に対す

る県の交付金です。 

款６財産収入、項１財産運用収入、目１利子及び配当金は、介護

給付費準備基金積立金の運用利子収入です。 

款７繰入金、項１一般会計繰入金、目１介護給付費繰入金は、介

護給付費に対する繰入であり、目２地域支援事業費繰入金（介護予

防・日常生活支援総合事業）は、介護予防・日常生活支援総合事業

に対する繰入です。 

３０６ページをお願いいたします。 

目３地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以

外）は、包括的支援事業及び任意事業に対する繰入です。 

目４その他一般会計繰入金は、職員給与費や管理運営に係る事務

経費に対する繰入です。 

目５低所得者保険料軽減負担金繰入金は、所得の少ない第１号被

保険者の保険料の一部を負担するための繰入です。 

項２基金繰入金、目１介護給付費準備基金繰入金は、介護給付費
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準備基金の一部を繰り入れるものです。 

款８繰越金は、令和７年度の決算剰余金を受け入れるものです。

款９諸収入、項 1延滞金、加算金及び過料、目 1延滞金、節１加 

算金・返納金延滞金は、保険給付の不正請求に係る加算金等であ

り、節２保険料延滞金は、納期限までに保険料の納付がなかった被

保険者に係る延滞金です。 

項２貸付金元利収入は、高額介護サービス費等貸付金に係る元金

収入です。 

項３雑入、目１第三者納付金は、交通事故等の事由で保険給付を

行った後に、本来の負担義務者である加害者や保険会社等から保険

給付費相当額を受け入れるものです。 

目２返納金は、保険給付の不当利得等相当額の返還を受け入れる

ものです。 

目３保険料等未還付金戻入は、過払いなどの理由で返金されるべ

き保険料等の費用が発生した場合に計上するものです。 

目４雑入、節１雑入は、介護保険認定資料の写しの交付に係る収

入であり、節２デジタル基盤改革支援補助金は、自治体情報システ

ム標準化に係る経費のうち、補助対象経費に対して交付されるもの

です。 
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歳入合計は３４５億６千８００万円です。 

以上で歳入の説明とさせていただきます。 

続きまして、歳出について御説明いたします。 

３０８ページをお願いいたします。 

款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費は、介護保険の管

理運営に係る各種帳票類印刷・封入委託、共同電算処理手数料等の

事務経費です。 

目２連合会負担金は、滋賀県国民健康保険団体連合会への事務手

数料や保険者支援システムの運用に対する負担金です。 

項２徴収費、目１賦課徴収費は、第１号被保険者に対する保険料

の賦課及び徴収に係る決定通知書や納付書の印刷及び郵送料等の経

費です。 

項３認定審査会費、目１認定審査会費は、介護サービスの利用に

必要な要介護度の審査判定を行う認定審査会の委員報酬、審査判定

に必要な主治医意見書の作成手数料、認定調査の委託料や認定調査

員の人件費等、認定審査会の運営及び認定調査に係る経費です。 

３１０ページをお願いいたします。 

款２保険給付費、項１介護サービス諸費、目１介護サービス諸費

は、要介護に認定された方の介護サービスの保険給付費として、サ
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ービス種別ごとに計上しております。 

項２介護予防サービス諸費、目１介護予防サービス諸費は、要支

援に認定された方の介護予防サービスの保険給付費として、サービ

ス種別ごとに計上しております。 

項３高額介護サービス費、目１高額介護サービス費及び目２高額

介護予防サービス費は、介護サービスや介護予防サービスの利用者

負担が高額になった場合、目３高額医療合算介護サービス費及び目

４高額医療合算介護予防サービス費は、介護保険と医療保険の利用

者負担の合計が高額になった場合に、所得に応じて定められた上限

額を超えた部分について負担額の軽減を図るための保険給付費で

す。 

項４特定入所者介護サービス等費、目１特定入所者介護サービス

費及び目２特定入所者介護予防サービス費は、介護保険施設に入所

した場合等に自己負担となる食費や居住費について、所得要件及び

資産要件の両方を満たす方を対象にその一部を給付するものです。 

項５その他諸費は、保険給付費の審査支払事務に対する経費で

す。 

３１２ページをお願いいたします。 

款３地域支援事業費、項１介護予防・生活支援サービス事業費、
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目１介護予防・生活支援サービス事業費、説明欄１の介護予防・生

活支援サービス事業費は、訪問型サービスや通所型サービス、その

他の生活支援サービスに係る経費です。 

説明欄２の高額介護予防サービス費相当事業費及び、説明欄３の

高額医療合算介護予防サービス費相当事業費は、介護予防・生活支

援サービス事業の自己負担額が一定額を超えた場合の給付に係る経

費です。 

目２介護予防ケアマネジメント事業費、説明欄１の介護予防ケア

マネジメント計画費は、介護予防・生活支援サービス事業の利用者

のケアプラン作成に係る経費です。 

目３一般介護予防事業費は、介護予防の普及・啓発と介護予防活

動の支援事業に係る経費です。 

項２包括的支援事業・任意事業費、目１包括的支援事業費は、認

知症高齢者の損害賠償保険に加入する経費、認知症初期集中支援チ

ームに係る経費のほか、在宅医療・介護連携推進事業に係る経費で

す。前年度と比べて大幅な減額となっているのは、令和８年度から

の重層的支援体制整備事業の本格実施に伴い、地域包括支援センタ

ーの運営事業費等を一般会計に移行したことによるものです。 

３１４ページをお願いいたします。 
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目２任意事業費は、家族介護者や成年後見制度利用等の支援に係

る経費です。 

項３その他諸費は、地域支援事業費の審査支払事務に対する経費

です。 

款４予備費は、保険給付費に不足が生じた場合の予備費を計上す

るものです。 

款５諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目１高額介護サービ

ス費貸付金は、介護サービスの利用者負担が高額になり、支払いが

困難な方に対する高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費

相当分の貸付金です。 

目２償還金は、介護給付費及び地域支援事業費の前年度実績に基

づく国・県等の負担金の精算等による返還金です。 

項２延滞金は、保険給付費等の支払いに係る遅延延滞金です。 

項３繰出金、目１一般会計繰出金は、重層的支援体制整備事業に

係る一般会計への繰出金です。 

歳出合計は、３４５億６千８００万円です。 

以上、議案第７号、令和８年度大津市介護保険事業特別会計予算

についての説明とさせていただきます。  

御審査賜りますようよろしくお願い申し上げます。 


